
 

 

道路運送法に基づく協議が調っていることの証明書 

 

 

  令和７年９月２６日付け府中市地域公共交通協議会において、次の事項に関し、協議が調ったこ

とを証明する。 

 

 

１ 協議が調っている運行の態様 

路線定期運行（道路運送法第２１条） 

 

２ 協議が調っている路線又は区域 

  府中市コミュニティバス「ちゅうバス」新府中街道ルート 

 

３ 車両に関する事項 

 ⑴ 乗車定員 １１人未満の車両の使用 

⑵ 車両数 １台（別途タクシー車両を予備車両として活用） 

 

４ その他、適用する期間又は区間など 

別紙「府中市コミュニティバス「ちゅうバス」（ワゴン路線）新府中街道ルート運行計画」 

のとおり 

 

５ 実施予定日 

令和８年４月１日 

 

６ 運行事業者 

  三和交通多摩株式会社 

 

                                               令和７年９月２６日 

                                                   府中市地域公共交通協議会 

                                                          会長 森 本 章 倫 
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府中市コミュニティバス（ワゴン路線）新府中街道ルート運行計画

１ 協議事項の概要

別紙
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府中市地域公共交通協議会（令和７年９月２６日） 協議決定

区分 概要

対象系統
府中市コミュニティバス「ちゅうバス」
新府中街道ルート：路線新設

協議内容 府中市地域公共交通ネットワーク再編計画に基づくコミュニティバス路線の再編（路線新設）

再編理由 府中市地域公共交通ネットワーク再編計画のとおり

検討経緯
①府中市地域公共交通計画（令和5年7月）に基づき地域公共交通ネットワークの再編を重点的に推進することを決定。
②府中市地域公共交通協議会において、府中市地域公共交通ネットワーク再編計画について協議し、再編案を検討。
③警視庁、道路管理者、運行事業者等と事前協議し、運行上の問題がないことを確認。

運行事業者 三和交通多摩株式会社 ※府中市との運行協定に基づくもの。

運
行
計
画

事業形態 一般乗用旅客自動車運送事業者による乗合旅客運送事業（道路運送法第２１条第２項）

運行概要 定時定路線型乗合タクシー（ワゴン車両）

実施予定日・期間 令和８年４月１日～令和９年３月３１日 ※利用状況により延長を決定

運行ルート
往路：中河原駅⇒西府駅⇒総合医療センター（約６．４km）
復路：総合医療センター⇒西府駅⇒中河原駅（約５．７km）

停留所 １９か所

運行日 毎日

運行回数時間 1日8便（90分間隔） ※運行ダイヤ参照

使用車両 ワゴン車両（トヨタハイエースコミューター）定員９名 ※ 満車時は状況に応じて追走車両が運行

運転者 普通自動車第二種免許保有者

運賃 ※別途運賃協議会で決定



府中市コミュニティバス（ワゴン路線）新府中街道ルート運行計画

２ 路線図
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府中市地域公共交通協議会（令和７年９月２６日） 協議決定

３ 運行ダイヤ

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便

中 河 原 駅 8:15 9:45 11:15 12:45 14:15 15:45 17:15 18:45

分 梅 町 四 丁 目 8:17 9:47 11:17 12:47 14:17 15:47 17:17 18:47

分 梅 町 一 丁 目 8:19 9:49 11:19 12:49 14:19 15:49 17:19 18:49

西 府 駅 （ 到 着 ） 8:22 9:52 11:22 12:52 14:22 15:52 17:22 18:52

西 府 駅 （ 出 発 ） 8:30 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00 17:30 19:00

本 宿 町 西 8:33 10:03 11:33 13:03 14:33 16:03 17:33 19:03

富 士 見 公 園 前 8:35 10:05 11:35 13:05 14:35 16:05 17:35 19:05

西 原 町 二 丁 目 8:36 10:06 11:36 13:06 14:36 16:06 17:36 19:06

第 七 小 学 校 入 口 8:37 10:07 11:37 13:07 14:37 16:07 17:37 19:07

北 山 町 二 丁 目 8:38 10:08 11:38 13:08 14:38 16:08 17:38 19:08

第 七 小 学 校 正 門 8:38 10:08 11:38 13:08 14:38 16:08 17:38 19:08

せ せ ら ぎ 公 園 8:39 10:09 11:39 13:09 14:39 16:09 17:39 19:09

北 山 町 四 丁 目 8:40 10:10 11:40 13:10 14:40 16:10 17:40 19:10

武 蔵 台 学 園 8:42 10:12 11:42 13:12 14:42 16:12 17:42 19:12

総合医療センター（到着） 8:45 10:15 11:45 13:15 14:45 16:15 17:45 19:15

総合医療センター（出発） 8:58 10:28 11:58 13:28 14:58 16:28 17:58 19:28

武 蔵 台 学 園 8:59 10:29 11:59 13:29 14:59 16:29 17:59 19:29

都 立 神 経 病 院 前 9:01 10:31 12:01 13:31 15:01 16:31 18:01 19:31

武 蔵 台 公 園 9:02 10:32 12:02 13:32 15:02 16:32 18:02 19:32

西 原 町 北 9:05 10:35 12:05 13:35 15:05 16:35 18:05 19:35

西 原 町 9:06 10:36 12:06 13:36 15:06 16:36 18:06 19:36

西 原 町 南 9:06 10:36 12:06 13:36 15:06 16:36 18:06 19:36

本 宿 町 西 9:08 10:38 12:08 13:38 15:08 16:38 18:08 19:38

西 府 駅 9:11 10:41 12:11 13:41 15:11 16:41 18:11 19:41

分 梅 町 一 丁 目 9:15 10:45 12:15 13:45 15:15 16:45 18:15 19:45

分 梅 町 四 丁 目 9:16 10:46 12:16 13:46 15:16 16:46 18:16 19:46

中 河 原 駅 9:17 10:47 12:17 13:47 15:17 16:47 18:17 19:47


